
 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県東部工業用水道  
庭園等管理業務委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

佐賀県東部工業用水道管理事務所 
 

 

 

 

 

 





 

１． 委託名  

総委第2026-04号  佐賀県東部工業用水道 庭園等管理業務委託 

 

２． 委託期間 

契約締結の日から令和８年１２月１８日まで 

 

３．委託場所 

委託場所 所在地 委託場所 所在地 

① 浄水場 鳥栖市安楽寺町 ⑦亀の甲配水地場 三養基郡基山町大字園部 

② 導水ポンプ場 鳥栖市安楽寺町 ⑧鳥南橋水管橋 鳥栖市真木町 

③ 江島増圧ポンプ場 鳥栖市江島町 ⑨上峰町管理地 三養基郡上峰町大字堤 

④ 宿町増圧ポンプ場 鳥栖市宿町 ⑩鳥栖市管理地 鳥栖市儀徳町中野 

⑤ 江島配水池 鳥栖市江島町 ⑪基山町管理地１ 三養基郡基山町長野年ノ森 

⑥ 江島管理地 鳥栖市江島町 ⑫基山町管理地２ 三養基郡基山町長野年ノ森 

 

４．委託範囲 

 ４．１雑草地（除草） 

 除草は、７月、9月の２回行うこと 

① 浄水場 

面積：9,126㎡ 

計：18,252㎡ 

② 導水ポンプ場 

面積：270㎡ 

計：540㎡ 

③ 江島増圧

ポンプ場 

面積：450㎡ 

計：900㎡ 

④ 宿町増圧

ポンプ場 

面積：672㎡ 

計：1,344㎡ 

⑤ 江島配水池 

面積：626㎡ 

計：1,252㎡ 

⑥ 江島管理地 

面積：3,437㎡ 

計：6,874㎡ 

⑦ 亀の甲配水

池場 

面積：538㎡ 

計：1,076㎡ 

⑧ 鳥南橋水管橋 

面積：416㎡ 

計：832㎡ 

⑨ 上峰町管

理地 

面積：138㎡ 

計：276㎡ 

⑩ 鳥栖市管

理地 

面積：79㎡ 

計：158㎡ 

⑪ 基山町管理

地１ 

面積：125㎡ 

計：250㎡ 

⑫ 基山町管理

地２ 

面積：71㎡ 

計：142㎡ 

※浄水場における7月,9月の除草対象範囲は別紙参照のこと。 

※江島増圧ポンプ場における除草範囲は、東側フェンス沿い（フェンス内側のみ）を北端から南端ま

で、南側フェンス沿い（フェンス内側・外側両方）を東端から西端まで、フェンスから１ｍの幅

の範囲とし、落葉の集積も含む。 



 

４．２ 樹木管理 

 樹木管理箇所は浄水場とする。 

寄植 低木 

樹高60㎝未満 

7月（１回）、8㎥ 

寄植 中木 

樹高300㎝未満 

7月（１回）、242㎥ 

中木剪定（円筒形） 

樹高200cm以上300cm未満 

7月（１回）、3本 

高木剪定（夏季剪定） 

幹周90cm以上120cm未満 

7月（１回）、4本 

高木剪定（冬季剪定） 

幹周60cm以上90cm未満 

9月（１回）、3本 

高木剪定（冬季剪定） 

幹周90cm以上120cm未満 

9月（１回）、1本 

伐採抜根 3本 

 

５．留意事項 

① 上記作業日程については目安とし、発注者と協議のうえ具体的な日程を定めること。 

② 作業の着手及び終了の際にはその都度、監督職員にその旨を報告すること。 

なお、作業完了時は監督職員による現場確認を得ること。この場合において、手直しが必要

と監督職員が認めるときは、手直しを行い、完了の確認を得ること。 

③ 作業がある月ごとに、作業完了より2週間以内に作業報告書を提出すること。ただし、作業月

が連続するときはこの限りではない。 

④ 作業に必要な資材（除草剤などの材料をいい、工事・作業用の機器を除く。）がある場合は、

あらかじめ監督職員の確認を得ること。 

⑤ 除草、伐採抜根及び剪定した草木は、江島管理地内に運搬すること。 

⑥ 建物・機器・配管付近の除草では、損傷を与えないように十分に配慮して行うこと。万が一、

損傷を与えた場合、監督職員へ報告し協議のうえ現状復旧すること。 

なお、当該損傷が発注者以外の第三者に係るものであるときは、損害賠償等を求めることが

ある。 

⑦  寄植について、剪定後の形は箱型を基本形とし、高さ及び幅は全て60㎝未満とする。それ以

外の詳細は別途指示する。 

⑧ 雨天時の作業は中止すること。 

 

６．庭園状況 

 別紙による 



 

７．その他 

 ・受託者は、常時庭園の状況を観察し、必要な助言をするものとする。 

 ・受託者は、業務を直営で施工し、下請は認めないものとする。 

 ・作業報告書には、着手前、作業完了の状況が確認できる作業名入看板が写った写真を添付する

こと。 

 ・監督職員の業務日が平日8時30分から17時15分であることを踏まえ、作業日および作業時間を設

定すること。 

 ・本仕様書は大要を示すものであるが、本書に記載のない事項であっても現場の状況に応じ、発

注者が必要と認める軽微な業務については実施すること。 


